
令和７年度 第２回

長久手市都市計画審議会議案

長久手市都市計画審議会



議 案

○第１号議案（諮問）

長久手市都市計画マスタープランの部分改定について

（資料１）

○第２号議案（付議）

名古屋都市計画教育文化施設（長久手市文化の家）の変更

（長久手市決定） （資料２）

○第３号議案（付議）

名古屋都市計画公園（桧ケ根公園）の変更（長久手市決定）

（資料３）
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長久手市都市計画マスタープランの部分改定について

長久手市都市計画マスタープランにおいて、以下の内容を追加します。

第２章 全体構想

３．将来都市構造

· （２）拠点の形成（P62）に拠点を追加

■スポーツ・レクリエーション拠点

・長久手スポーツの杜周辺を、「スポーツ・レクリエーション拠点」として位置付け、スポーツによ

る健康増進や、豊かな自然を活かした憩いとレクリエーションの場としての機能の充実を目指しま

す。

· （５）将来都市構造図（P67）に拠点として追加

第３章 地域別構想

２．地域別方針

（４）東部地域の方針

· 【拠点の形成】（P97）に拠点を追加

■スポーツ・レクリエーション拠点

・長久手スポーツの杜周辺を、「スポーツ・レクリエーション拠点」として位置付け、スポーツによ

る健康増進や、豊かな自然を活かした憩いとレクリエーションの場としての機能の充実を目指しま

す。

· まちづくり方針図【東部地域】（P99）に拠点として追加
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新旧対照表

旧 新
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旧 新
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旧 新
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旧 新
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旧 新
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名　古　屋　都　市　計　画

教 育 文 化 施 設 の 変 更

（長 久 手 市）

長　久　手　市
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名古屋都市計画教育文化施設の変更（長久手市決定）

都市計画教育文化施設に第２号長久手市文化の家を次のように追加する。

「区域は計画図表示のとおり」

理由

本市の教育文化施設は、本市及び本市住民の文化芸術活動を支えるのみならず、文化芸

術を通じた交流の場となっており、将来にわたって必要性の高い都市施設である。このこ

とから、将来にわたり持続可能な施設管理・運営を進める必要があるとともに、今後の本

市における、文化芸術活動を支える拠点として、より魅力的な整備を進めることを目的と

して、長久手市文化の家の都市計画決定を行う。

名称
位置 面積 備考

番号 教育文化施設名

２ 長久手市文化の家 長久手市野田農 約 25,100㎡
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理由書

１ 当該都市計画の現状

長久手市文化の家は、本市の総合文化施設として平成 10年に整備され、特徴的

な自主事業等の展開を通じて、文化・芸術の力で人と人を結び付けアートなまちづ

くり、地域のコミュニティ支援等を行ってきました。

令和 7年には整備から 27年が経過し、施設、舞台装置等の大型設備の老朽化が

進んでいるほか、バリアフリー法の改正（令和 7年 6月 1日施行）を踏まえた、施

設のバリアフリー化の推進が求められています。

２ 当該都市計画の上位計画等における位置付け

⑴ 長久手市総合計画

第 6次長久手市総合計画（平成 31年 3月策定）では、「基本目標 5いつでもど

こでも誰とでも広がる交流の輪」、「政策 1まちの資源を生かした市民同士の交流

の促進」、「⑵文化芸術による交流」において、「文化の家を拠点として、市全域で

文化芸術の分野と観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業等の分野を連

携させることで、地域社会の支え合いやコミュニティの絆づくり等に文化芸術を

生かす仕組みや環境づくりに取り組みます。」としています。

また、「基本目標 7市民から信頼される市政の運営」、「政策 1効果的かつ効率

的な市政運営」、「⑴将来を見据えた財政運営と公共施設の計画的な管理」におい

て、「公共施設やインフラ資産等の新設・更新・維持等について、将来世代への過

大な負担としないため、公共施設等総合管理計画に基づいた総合的かつ計画的な

管理に取り組みます。」と位置付けています。

⑵ 長久手市都市計画マスタープラン

長久手市都市計画マスタープラン（令和 2年 3月策定）では、「3.将来都市構

造」、「⑴将来都市構造形成の考え方」において、「市内において行政、商業、文化、

観光、福祉等特色ある機能、性質が集積する箇所を「拠点」として位置付け、今

後、都市機能をより一層高めることとします。」としています。

同じく「3.将来都市構造」、「⑵拠点の形成」において、「芸術、文化活動の拠点

である文化の家や、知識、情報の集積と市民の学びの拠点である中央図書館の周

辺を「文化交流拠点」と位置付け、文化面からの交流機能の充実を目指します。」

としています。

⑶ 長久手市立地適正化計画

長久手市立地適正化計画（令和 6年 3月策定）では、長久手市都市計画マスタ

ープランの将来都市構造図に位置付けた拠点の形成を図るために、都市機能誘導

区域を設定しており、本施設は文化交流拠点等の形成を図る誘導区域の「長久手

古戦場・杁ヶ池公園・はなみずき通駅ゾーン」内に位置しています。
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また、長久手市文化の家は本都市機能誘導区域において、教育・文化機能を担

う誘導施設として「長久手市文化の家条例に規定する長久手市文化の家」として

位置付けられています。

長久手市文化の家を含む本エリアについては、「都市機能誘導区域（拠点形成）

に関わる誘導施策」において、「文化交流拠点に立地する長久手市文化の家及び

長久手市中央図書館は、市民の交流を促進する場として、引き続き施設の維持・

充実を図ります。また、デジタル技術の活用等による施設利用者の利便性向上を

引き続き推進していきます。」、「長久手市文化の家、長久手市中央図書館を中心

としたエリアで、一体的な事業の創出や活用を図り、子どもから高齢者まで気軽

に交流でき、幅広い知識や豊かな感性を育む機会を提供するエリアとして、より

魅力的な拠点形成を目指します。」としています。

３ 当該都市計画の必要性

長久手市文化の家は、本市における文化交流、市民文化活動等を支える上で、必

要不可欠な施設として、本市都市計画マスタープランにおける文化交流拠点を構成

する施設と整理されています。また、同様に本市立地適正化計画において、都市機

能誘導区域内に位置し、教育・文化機能を担う誘導施設として位置付けられていま

す。

このことから、長久手市文化の家は本市の都市計画上、将来にわたって現位置で

必要な機能であり、持続可能な施設管理・運営を進める必要があるとともに、今後

の本市における、文化芸術活動を支える拠点として、より魅力的な整備を進める必

要があります。

以上のことから、教育文化施設として都市計画決定を行います。

４ 当該都市計画の妥当性

⑴ 位置

当該施設は、愛知高速交通東部丘陵線はなみずき通駅から約 500ｍに位置し、

本市都市計画道路高根線沿いに位置しており、交通利便性の高い位置です。

また、現に長久手市文化の家が位置しており立地場所による支障は生じていま

せん。

このことから、位置は妥当です。

⑵ 区域

当該施設は、筆界を区域の境界としており、明確な区域境界であることから、

区域は妥当です。

⑶ 規模

本市は、現在は人口増加を続けていますが、2035年にはピークを迎え、人口

減少に転換すると予測されています。そのような中では、新規施設の整備や、大
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規模な拡張ではなく、既存ストックを活用した、公共施設の再整備が有効である

ため、現施設の敷地とします。また、現施設の利用状況から鑑みても適切な規模

です。

以上のことから、当該都市計画は妥当です。
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都市計画の経緯の概要

事 項 時 期 備 考

説 明 会 令和7年11月22日

場所
長久手市役所　研修室
3名
※11月号広報掲載

事 前 協 議 令和7年11月26日

事 前 協 議 回 答 令和7年12月12日

管 理 予 定 者 協 議 令和8年1月8日

案 の 縦 覧
令和8年1月13日

～
令和8年1月27日

意見提出なし
縦覧者数1名
※1月号広報

※意見提出期限：1/27

市都市計画審議会 令和8年3月16日

知 事 へ の 協 議 令和8年4月○○日 以 下 予 定

知 事 回 答 令和8年5月○○日

決 定 告 示 令和8年6月○○日

名古屋都市計画教育文化施設の変更（長久手市決定）
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名　古　屋　都　市　計　画

公 園 の 変 更

（長 久 手 市）

長　久　手　市
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名古屋都市計画公園の変更（長久手市決定）

都市計画公園 3・3・314号桧ケ根公園を次のように変更する。

「区域は計画図表示のとおり」

理由

長久手市において、公園区域を拡大し、隣接する長久手市中央図書館を一体の敷地とし

て、持続的・継続的に一体となった整備や利活用を図り交流機能を高めていくことを目的

として、3・3・314号桧ケ根公園の都市計画変更を行う。

種類
名称

位置 面積 備考
番号 公園名

近隣公園 3・3・314 桧ケ根公園 長久手市坊の後 約 1.8㏊
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理由書

１ 当該都市計画の現状

桧ケ根公園は、下水処理施設である長久手浄化センターの上部の一部を使用する

形で、平成 2年 12月 5日に当初都市計画決定され、その後平成 18 年に全面供用

されました。市内最大級の芝生広場を備えており、平日にはサッカースクール、休

日には多世代の市民が集い、にぎわいを見せているほか、市内唯一のゴムチップバ

スケットコートが 2面整備されており集客力の高い公園となっています。

また、公園南側には、市内唯一の図書館である、長久手市中央図書館が隣接して

おり、図書館で借りた本を公園で読む人や、自習室利用者の息抜きの場等として公

園を利用する人がいるなど、公園と図書館は一体的な利用がなされています。

２ 当該都市計画の上位計画等における位置付け

⑴ 長久手市総合計画

第 6次長久手市総合計画（平成 31年 3月策定）では、「基本目標 6あえて歩い

てみたくなるまち」、「政策 2暮らして心地よい生活環境の形成」、「⑵都市基盤施

設の充実」において、「市民の憩いの場を確保するため、誰もが気軽に利用できる

特色ある公園・緑地を整備します。」としています。

また、「基本目標 2子どもが元気に育つまち」、「政策 3子どもの健やかな成長

を支える環境の整備」、「⑴子どもが主体的に学ぶ機会の創出」において、「図書館

を「多世代の市民が集う世代間交流の場」とするための取組を充実させます。」と

しています。

⑵ 長久手市都市計画マスタープラン

長久手市都市計画マスタープラン（令和 2年 3月策定）では、「3.将来都市構

造」、「⑷土地利用の構成」、「エ）その他」において、「各利用区分のほか、公園・

レクリエーション施設・文教施設・福祉厚生施設等は、本市のまとまりのある緑

を確保する上で重要な役割を果たしています。したがって、それらについては敷

地内緑化を推進するとともに、適切な配置や環境の保全、防災空間の確保等に配

慮しつつ、 計画的な整備を図ります。」としています。

また、「3.将来都市構造」、「⑴将来都市構造形成の考え方」において、「市内に

おいて行政、商業、文化、観光、福祉等特色ある機能、性質が集積する箇所を「拠

点」として位置付け、今後、都市機能をより一層高めることとします。」としてい

ます。

同じく「3.将来都市構造」、「⑵拠点の形成」において、「芸術、文化活動の拠点

である文化の家や、知識、情報の集積と市民の学びの拠点である中央図書館の周

辺を「文化交流拠点」と位置付け、文化面からの交流機能の充実を目指します。」

としています。
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⑶ 長久手市立地適正化計画

長久手市立地適正化計画（令和 6年 3月策定）では、長久手市都市計画マスタ

ープランの将来都市構造図に位置付けた拠点の形成を図るために、都市機能誘導

区域を設定しており、桧ケ根公園及び長久手市中央図書館は文化交流拠点等の形

成を図る誘導区域の「長久手古戦場・杁ヶ池公園・はなみずき通駅ゾーン」内に

位置しています。

また、長久手市中央図書館は本都市機能誘導区域において、教育・文化機能を

担う誘導施設として「図書館法の規定に基づき設置される長久手市中央図書館」

として位置付けられています。

桧ケ根公園、長久手市中央図書館を含む本エリアについては、「都市機能誘導

区域（拠点形成）に関わる誘導施策」において、「長久手市文化の家、長久手市中

央図書館を中心としたエリアで、一体的な事業の創出や活用を図り、子どもから

高齢者まで気軽に交流でき、幅広い知識や豊かな感性を育む機会を提供するエリ

アとして、より魅力的な拠点形成を目指します。」としています。

⑷ 長久手市緑の基本計画

長久手市緑の基本計画（令和 2年 3月策定）では、「Ⅱ.緑の基本方針」におい

て、「自然環境を守る、人の役に立つ、市民生活を守る、地域を良くするなど、

様々な緑の役割を十分にふまえた上で、必要とされる緑の保全・活用とまちの緑

の創出」、「今後も人口増加が想定されている本市の主として人口増加の受け皿と

なる市街地において、土地区画整理事業により整備された都市公園や主要道路の

街路樹再整備と適切な維持・管理及び公共施設や民間施設の緑化拡大・促進など

により、緑あふれる潤いのあるまちづくり」及び「都市と自然が交わる本市にお

いて、市民同士の交わり、市外からの来訪者との交わりなど、様々な交流促進が

求められているため、交流の場や交流の機会の創出」を基本理念としています。

３ 当該都市計画の必要性

桧ケ根公園及び長久手市中央図書館は一体的な利用がなされていますが、上位計

画において「文化交流拠点」として、より魅力的な拠点形成を目指すこととされて

います。そのため、「文化交流拠点」を形成する、桧ケ根公園、長久手市中央図書

館について、両施設の親和性を一層高めるために、持続的・継続的に一体となった

整備や利活用を図り交流機能を高めていく必要があり、都市計画においても両者が

一体であることを明確に位置付けることで、将来にわたってより魅力的な交流の場

としていきます。

以上のことから、隣接する長久手市中央図書館の区域と合わせ、都市計画公園区

域の見直しを図り、約 0.23haの区域を拡大する都市計画変更を行います。
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４ 当該都市計画の妥当性

⑴ 位置

当該施設は、愛知高速交通東部丘陵線はなみずき通駅から約 500ｍに位置し、

本市都市計画道路高根線沿いに位置しており、交通利便性の高い位置です。

また、浸水想定や土砂災害といった各種ハザード区域との重複がなく、防災上

も安全な位置となっています。

このことから、位置は妥当です。

⑵ 区域

当該施設は、道路、筆界現況地物等を区域の境界としており、明確な区域境界

であることから、区域は妥当です。

⑶ 規模

一体的な交流拠点を形成する、桧ケ根公園と長久手市中央図書館を含む区域と

するため、既存図書館の区域である約 0.23haを拡大するものであり、規模は妥

当です。

以上のことから、当該都市計画は妥当です。
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都市計画の経緯の概要

事 項 時 期 備 考

説 明 会 令和7年11月22日

場所
長久手市役所　研修室
3名
※11月号広報掲載

事 前 協 議 令和7年11月26日

事 前 協 議 回 答 令和7年12月11日

案 の 縦 覧
令和8年1月13日

～
令和8年1月27日

意見提出なし
縦覧者数1名
※1月号広報

※意見提出期限：1/27

市都市計画審議会 令和8年3月16日

知 事 へ の 協 議 令和8年4月○○日 以 下 予 定

知 事 回 答 令和8年5月○○日

決 定 告 示 令和8年6月○○日

名古屋都市計画公園の変更（長久手市決定）
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